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１．策定の経緯                        

 

年 月 日 経過等  

平成 18 年 1 月 27 日 第１回プロジェクトチーム会議  

平成 18 年 2 月 22 日 都市計画審議会にて意見聴取  

平成 18 年 3 月 6 日 第１回策定委員会  

平成 18 年 ３月～４月 市民アンケート調査  

平成 18 年 5 月 12 日 第２回プロジェクトチーム会議  

平成 18 年 5 月 19 日 第２回策定委員会  

平成 18 年 7 月～8 月 地域別ワークショップ  

平成 18 年 ８月２１日 第３回プロジェクトチーム会議  

平成 18 年 8 月 1 日 第３回策定委員会  

平成 18 年 9 月 22 日 第４回策定委員会  

平成 18 年 9 月 27 日 都市計画審議会にて中間報告  

平成 18 年 11 月 30 日 第５回策定委員会  

平成 18 年 12 月１１日 都市計画審議会にて素案報告  

平成 19 年 １月 ４日 総合調整会議  

平成 19 年 １月 12 日 策定委員会委員長報告 市長への報告 

平成 19 年 ２月２１日 
２３日 
２６日 

市議会会派別協議会への報告、説明  

平成 19 年 ２月２７日 
～ ３月１５日 

パブリックコメントの実施  

平成 19 年 2 月 27 日 滋賀県都市計画課へ意見照会  

平成 19 年 ３月 30 日 都市計画マスタープランの策定  

参考資料 
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２．都市計画マスタープラン策定委員会             

 

（１）策定委員会要綱 

 

野洲市都市計画マスタープラン策定委員会設置要綱 

 

平成 17 年 12 月 12 日 

野洲市告示第 178 号 

（設置） 

第１条 野洲市の都市計画に関する基本的な方針である野洲市都市計画マスタープラ

ンの策定及びこれに基づき市が実現すべき都市の将来像について検討を行うため、

野洲市都市計画マスタープラン策定委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（組織） 

第２条 委員会は、市長が委嘱する委員１５人以内で組織する。 

２ 委員の任期は、２年とする。 

３ 委員会に委員長及び副委員長１人を置き、委員の互選によりこれを定める。 

４ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

５ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

（会議） 

第３条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が会議の議長となる。 

２ 委員長は、特に必要があると認めたときは、委員以外の者に対し、会議への出席

を要請し、その説明又は意見を聴くことができる。 

（資料提出等の協力） 

第４条 委員会は、必要に応じて、各所属等に資料の提出、意見、説明、その他の協

力を求めることができる。 

（庶務） 

第５条 委員会の庶務は、都市建設部都市計画課において処理する。 

（委任） 

第６条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が

委員会に諮って定める。 

   付 則 

１ この告示は、平成１７年 12 月 12 日から施行する。 

２ この告示は、都市計画マスタープラン等の策定日をもって、その効力を失う。 



 116

 

（２）策定委員会名簿 

氏  名 選出方法 備 考 

河  村   能  夫 
学識経験者 

【委員長】 

龍谷大学教授 

野洲市都市計画審議会委員 

土  井   崇  司 総合計画審議会委員 滋賀県立大学名誉教授 

岩  瀬   由  美 総合計画審議会委員 
野洲市まちづくりを考える会・

若葉 

松  﨑   國  夫 野洲市農業委員会選出 農業委員会会長 

井  狩   洋  子 野洲商工会選出 野洲商工会女性部常任委員 

新  冨   邦  子 野洲市女性団体連絡協議会選出 女性団体連絡協議会会員 

喜  多   弘 

辻  本  辰  巳 

野洲学区自治連合会長 

 

小篠原東部自治会長 

駅前自治会長 

川  﨑   藤  市 
北野学区自治連合会長 

【副委員長】 
五之里自治会長 

奥野 新左エ門 

山  﨑   健 

三上学区自治連合会長 

 

妙光寺自治会長 

三上自治会長 

西  村  弘 

山  本  義  昭 

祇王学区自治連合会長 

 

辻町自治会長 

冨波乙自治会長 

堤   弘  孝 

井  狩  久  和 

篠原学区自治連合会長 

 

小堤自治会長 

入町自治会長 

田  中   義  一 

福  永  克  己 

中里学区自治連合会長 

 

西河原自治会長 

木部自治会長 

中  村   繁 

京   正  喜  代 

兵主学区自治連合会長 

 

安治自治会長 

堤自治会長 

田  村   輝  雄 公募委員   

堤    恵  美 公募委員   

※各自治連合会長欄の上段は、平成 17 年度、下段は平成 18 年度の委員 
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３．地域別ワークショップ開催状況               

 

学区 月 日 曜 開催時間 参加人数 班 会場 

野洲地域 7 15 土 14:00～16:00 ２５名 ４班 コミセンやす 

兵主地域 7 20 木 14:00～16:00 １５名 ３班 中主公民館別館 

祇王地域 7 22 土 10:30～12:30 ２４名 ４班 コミセンぎおう 

北野地域 7 22 土 19:30～21:30 １７名 ３班 コミセンきたの 

中里地域 7 30 日 14:00～16:00 ２２名 ３班 防災コミセン 

三上地域 8 11 金 19:30～21:30 ２５名 ３班 コミセンみかみ 

篠原地域 8 26 土 14:00～16:00 １１名 ２班 コミセンしのはら
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４．市民アンケート調査の結果                 

 

（１）調査方法 

16 歳以上の市民を対象に無作為で抽出した 3,500 人を対象者に、アンケート票を

郵送で配布し、無記名で郵送により回収しました。 

 

（２）調査項目 

①回答者自身及び世帯の状況 

居住地、年齢、性別、野洲市での居住年数、職業、世帯の形態（農業の実態、自営

業の実態、勤務先の状況）、世帯構成、世帯での乳幼児・児童等の状況についてお訊

きしました。 

②土地利用の現状と要望 

居住地周辺の土地利用、将来望まれる土地利用についてお訊きしました。 

③将来のまちづくりに向けた施策 

住みやすさ、「住みやすい」「住みにくい」理由、整備や充実が必要と感じている

施設、将来のまちのイメージについてお訊きしました。 

④身近な環境や景観 

居住環境について重視するもの、守るべき環境、景観を守り、育てるために、大切

にしたいものについてお訊きしました。 

⑤まちづくりへの参加 

活動への参加状況、地域活動を活発にするための行政の役割、具体的なまちづくり

の進め方についてお訊きしました。 

 

（３）調査期間 

平成 18 年３月 25 日～平成 18 年４月９日（最終回収日は４月 21 日） 

 

（４）回収状況 

配布数  3,500 件 

回答数  1,334 件 

回収率   38.1％ 
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（５）調査結果の概要（主な設問を抜粋しています。） 

●回答者の年齢 

野洲市全体では、50 歳代、60 歳代が多く、特に「三上学区」では、50 歳代、

60 歳代で半数以上を占めています。また、「野洲学区」「北野学区」「祇王学

区」では比較的 30 歳代の割合が多い一方で、「篠原学区」では 10 歳代、20

歳代が少なく、逆に 70 歳代以上の割合が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●回答者の居住年数 

野洲市全体では、「引っ越してきて 20 年以上」「生まれてからずっと」が多

い結果となりました。このうち「生まれてからずっと」の割合は、「兵主学区」

「中里学区」で高く、特に「兵主学区」は半数以上を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.3%

30.2%

28.1%

17.4%

25.6%

57.4%

47.6%

32.2%

7.0%

7.3%

5.1%

6.3%

5.3%

11.2%

5.6%

8.3%

10.5%

6.9%

11.2%

8.7%

10.2%

5.0%

6.3%

7.3%

14.0%

7.8%

6.7%

12.9%

13.9%

7.1%

11.5%

10.9%

35.7%

31.3%

52.2%

44.8%

33.1%

26.2%

23.0%

35.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

篠原学区

祇王学区

三上学区

北野学区

野洲学区

兵主学区

中里学区

野 洲 市

生まれてからずっと

他都市に移転したが戻っ
てきた

引っ越してきて１年未満

引っ越してきて５年未満

引っ越してきて10年未満

引っ越してきて20年未満

引っ越してきて20年以上

無回答

7.0%

9.5%

8.4%

9.5%

10.2%

9.2%

9.9%

9.2%

6.2%

16.2%

7.9%

17.0%

15.4%

12.0%

12.4%

15.5%

13.4%

10.1%

10.8%

9.8%

17.0%

14.1%

12.4%

23.3%

16.8%

26.4%

20.7%

18.4%

21.3%

21.5%

20.8%

20.9%

26.8%

26.4%

18.3%

25.2%

19.1%

16.2%

21.9%

16.3%

8.4%

10.7%

13.3%

11.7%

11.3%

12.0%

11.9%

7.1%

7.3%

5.2%

5.4%

5.0%

5.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

篠原学区

祇王学区

三上学区

北野学区

野洲学区

兵主学区

中里学区

野 洲 市

10代 20代

30代 40代

50代 60代

70代 80代

90代 無回答
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●回答者の勤務先 

野洲市全体では、「市外で勤務」が「市内で勤務」を上回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●回答者の世帯構成 

野洲市全体では、「親と子どもの世帯」と「夫婦と親、子どもの世帯」が多い

結果となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市内で勤務

28.1%

無回答

7.3%

勤務していない

16.5%

市外で勤務

48.0%

単独

3.6%

無回答

7.6%その他

3.8%

夫婦＋親

4.6%

夫婦＋親＋

子ども

24.7%

親＋子ども

35.5%

夫婦

20.0%
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●回答者の世帯の乳幼児・児童等の状況 

未就園の乳幼児がいる世帯の割合が多い地域は「北野学区」で、通園、通学し

ている児童・生徒がいる世帯の割合が多い地域は「兵主学区」「祇王学区」です。

また、子どもがいない世帯の割合が多い地域は「三上学区」です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●住みやすさ 

野洲市全体では、「住みやすい」が圧倒的に多い結果となりました。中でも、

「野洲学区」「北野学区」では「住みやすい」の割合が比較的高い状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
45.0%

54.2%

47.2%

59.3%

59.0%

39.0%

53.9%

52.5%

9.3%

12.3%

9.6%

9.8%

14.9%

6.8%

9.2%

40.3%

31.3%

36.5%

30.7%

26.3%

41.8%

30.4%

32.8%

5.4%

6.7%

5.4%

8.9%

5.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

篠原学区

祇王学区

三上学区

北野学区

野洲学区

兵主学区

中里学区

野 洲 市

住みやすい

住みにくい

どちらともいえない

無回答

6.7%

7.5%

8.7%

6.7%

7.8%

7.4%

8.4%

11.3%

11.7%

62.8%

63.8%

68.4%

68.5%

65.9%

11.5%

8.3%

8.3%

10.1%

11.7%

10.1%5.4%

5.8%

5.8%

5.3%

5.1%

7.0%

10.1%

15.7%

15.7%

22.0%

16.9%

13.3%

15.5%

17.9%

65.9%

71.3%

59.8%

9.9%

8.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

野 洲 市

中里学区

兵主学区

野洲学区

北野学区

三上学区

祇王学区

篠原学区

乳幼児有（未就園）

乳幼児有（通園）

小中学生有

乳幼児・児童等はい
ない

無回答
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71

102

123

32

48

19

61

10

18

198

32

10

148

242

44

69

120

21

105

374

0 100 200 300 400

野洲市

交通の利便性

治安（犯罪に対する安全性）

交通事故等に対する安全性

震災・風水害等に対する安全性

高齢者福祉・介護の充実度

子どもの保育・教育環境の充実度

水や空気等の環境やまちの景観

森林や湖・河川等の自然環境

雇用（働きやすさ）

日用品等の物価

買物の利便性

地価

公共料金の高・低

公園・緑地や広場等の充実度

住宅の建築・購入

医療・保健施設の充実度

スポーツ・レクリエーション施設の充実度

図書館・公民館等の文化施設の充実度

近所付きあい・コミュニティ活動

市民の人がら・気質

●住みやすい理由 

住みやすい理由として、野洲市全体では「交通の利便性」が最も多い結果とな

りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●整備や充実が必要と感じている施設 

野洲市全体では、「医療・福祉・保健施設」「気軽に来られる公園・広場、集

会所等」が比較的多い結果となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
220

208

199

95

513

140

198

210

32

88

45

58

105

472

98

270

207

0 100 200 300 400 500 600

総計

幅員の広い幹線道路

身近な生活道路

大規模な公園・広場等

お年寄りや子どもが気軽に来られる
公園・広場、集会所等
河川の改修

雨水の排水施設

下水道（汚水）

ごみ処理施設など

火葬場や墓地など

高齢者の暮らしに配慮した住宅

若年層の定住化等を図る住宅

高等教育機関や研究機関の誘致

医療・福祉・保健施設

観光・交流施設

スポーツ・レクリエーション施設

防災施設、避難地・避難路等

公共施設・交通施設のバリアフリー
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77

40

64

86

148

102

209

339

507

134

114

190

135

507

399

319

497

408

200

186

278

288

671

0 100 200 300 400 500 600 700

総計

自然環境が豊かなまち

産業が集積するまち

にぎわいのあるまち

魅力ある職住接近のまち

住宅中心の暮らしのまち

都市型農業が進んだまち

生活に快適なまち

安全なまち

うるおいのあるまち

交通の利便がよいまち

医療･保健･福祉を重視したまち

歴史・伝統を感じるまち

環境にやさしいまち

愛着と誇りの持てるまち

地域の文化が育つまち

高齢者が住みやすいまち

子育てしやすいまち

ユニバーサルデザインのまち

コミュニティが充実したまち

元気で健康なまち

魅力のある観光のまち

情報化が促進されたまち 

国際化が促進されたまち

●将来のまちのイメージ 

将来のまちのイメージとしては、野洲市全体では、「自然環境が豊かなまち」

が最も多く、次いで「高齢者が住みやすいまち」及び「医療･保健･福祉を重視し

たまち」、「安全なまち」が多い結果となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●居住環境について重視するもの 

野洲市全体では、「交通事故、犯罪に対する安全性」、「通勤や通学、買物等

における交通の利便性」、「震災、風水害等災害に対する安全性と防災施設の充

実度」が多い結果となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

202

116

230

251

210

94

451

456

379

0 100 200 300 400 500

野洲市

震災、風水害等災害に対する安全
性と防災施設の充実度

交通事故、犯罪に対する安全性

通勤や通学、買物等における交通
の利便性

自治会等の地域コミュニティ活動
の充実度

騒音や悪臭、水質の汚れなどの環
境

緑の多さや景色の美しさなど

福祉等の公共サービスが身近に受
けられる

文化施設、スポーツレクリエー
ション施設への利便性

日常生活にかかわる商業・サービ
ス施設が身近にある
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●まちづくり活動への参加状況 

野洲市全体では、「付き合い程度で参加している」が最も多く、次いで「あま

り参加していない」、「積極的に参加している」が多い結果となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●具体的なまちづくりの進め方 

野洲市全体では、「地元と行政が役割分担を明確にし互いの責任のもとで推進

する」が最も多い状況で、「行政が計画をまとめ、住民が整備に協力する形で推

進する」は少なく、協働のまちづくりに対する意識の高さが伺えます。 
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野洲市 地域の集まりで意見をまとめ、これを参
考に行政が積極的に推進するのがよい。

地域で話し合いを重ね、地域住民ができ
るところから推進するのがよい。

地元と行政が役割分担を明確にし互いの
責任のもとで推進するのがよい。

行政が計画をまとめ、住民が整備に協力
する形で推進するのがよい。

わからない

無回答
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■用語解説 

 用   語 解   説 

ＩＴ（アイ・ティー） 

情報技術（information technology）の略称。

コンピュータやデータ通信に関する技術を総称

的に表す言葉。 

アダプト制度 

行政が、道路、公園、河川などについて、市民や

民間業者と定期的に美化活動を行うよう契約す

る制度。アダプト（Adobt）とは、養子縁組をす

る意味。 

エコ・ミュージアム 

エコロジー（生態学）とミュージアム（博物館)

とをつなぎ合わせた造語で、住民の参加によっ

て、その地域で受け継がれてきた自然や文化、生

活様式を含めた環境を、永続的な方法で研究・保

存・展示・活用していくという考え方。 

NPO（エヌ・ピー・オー） 

nonprofit organization の略で、政府・自治体

や企業とは独立した存在として、市民・民間の支

援のもとで社会的な公益活動を行う組織・団体。

特定非営利活動法人。非営利組織。非営利団体。

市民活動法人。市民事業体。 

ア 
行 

大津湖南地域広域市町村圏 
大津市、草津市、守山市、栗東市、野洲市で構成

される広域行政の圏域。 

環境基本計画 
環境基本法に基づき定める環境の保全に関する

基本的な計画。 

区域区分 

都市計画法に基づき、都市計画区域を、市街化を

促進する市街化区域と、市街化を抑制する市街化

調整区域に区分すること。 

景観協定 

地域のより良い景観の維持・増進を図るために、

景観法に基づき、土地所有者等の全員の合意によ

り、良好な景観の形成に関する事項を協定し、住

民自らの手で自主的な規制を行うもの。 

建築協定 

建築基準法等の一般的な制限以外に、一定の区域

において関係権利者の全員の合意のもと、建物の

敷地・構造・意匠などについて取り決める協定。

建ぺい率 建築面積（建坪）の敷地面積に対する割合。 

コーディネーター 
いろいろな要素を統合したり調整したりして、一

つにまとめ上げる係、役割。 

カ
行 

コーホート要因法 

コーホート（同期間に出生した集団）ごとの時間

変化を軸に人口の変化をとらえる方法であり、

「出生」、「死亡」、「移動」等の要因により推

計する方法。 
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 用   語 解   説 

サイン 

符号、信号の意味であるが、ここでは、公共施設

や観光施設等への誘導・ＰＲ等を行う案内図、案

内板、案内標識等のこと。公的に設置するものは

公共サインという。 

サポーター 支持者。後援者。 

市街化区域 

都市計画法に基づき定められる、市街化を促進す

る区域。既に市街地を形成している区域及び概ね

10 年以内に優先的、計画的に市街化を図る区域。

市街化調整区域 
都市計画法に基づき定められる、市街化を抑制す

る区域。 

市街地開発事業 

計画的な市街地の形成を図るため、道路、公園等

の整備とあわせて、宅地の利用増進、建築物の整

備を一体的かつ総合的に進める事業。土地区画整

理事業や市街地再開発事業などがある。 

市街地再開発事業 

市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都

市機能の更新を図るため、建築物の共同化や公共

施設の整備等を一体的に行う事業。 

指定管理者制度 

公共施設の管理を、株式会社・民間業者などにも

させることができる制度。施設を所有する地方公

共団体の議決を経て管理者の指定をする。管理者

は民間の手法を用いて、弾力性や柔軟性のある施

設の運営を行う事が可能となる。 

(仮称)市民活動サポートセンター

野洲市市民活動促進計画に位置づけられた機能

の一つ。市民・企業・行政の活動の情報発信、人

と情報の交流等に関する、市民活動ネットワーク

の拠点。 

自由通路 
主に鉄道駅の出入口を結ぶ区間で、橋上化等によ

り線路等をまたぐ歩行者専用の通路。 

秀麗な 他のものより一段とりっぱで美しいこと。 

潜在的 外からは見えない状態で存在する状態。 

サ
行 

即地的 地形・地物に合わせて示せる状態。 

タウンミーティング 行政当局が地域住民を集めて行う対話集会。 

タ
行 多角格子構造 

近畿圏基本整備計画において目指すべき圏域構

造として位置づけられたもの。各都市・地域が

「核」となることを目指し、「多核」である近畿

圏を形成する。また、各都市・地域間の「連携軸」

を形成することにより「格子状」となり、「多核

格子構造」を形成する。 
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 用   語 解   説 

地域住宅計画 

地方公共団体が法に基づいて作成した、公的賃貸

住宅等の整備等に関する計画。地域の住宅に関す

る現状、課題、目標、目標を達成するための事業

等についての方針、計画を定めるもの。 

地域地区 

都市計画法で定めることのできる、土地利用や建

築等に関する規制を行う地区。用途地域、高度地

区、防火地域・準防火地域、風致地区等がある。

地域防災計画 

災害対策基本法に基づき定める災害予防、災害応

急対策、災害復旧等に関する計画。震災編、風水

害編等がある。 

地区計画制度 

良好な都市環境を形成するため、地区住民等の合

意に基づいて、地区の将来像やルールをつくり、

建物の用途、高さなどを定め、道路や公園・緑地

などを確保していく制度。 

ＤＩＤ（ディー・アイ・ディー）

ＤＩＤは人口集中地区（Densely Inhabited 

District）の略。国勢調査において、原則として

人口密度が 40 人／ha 以上かつ、人口 5,000 人

以上の地区。 

デバイス 

回路・システムの構成単位。その機能を果たす手

段により電子デバイス・半導体デバイスなどとよ

ぶ。電子デバイスは、電子の働きを応用し、増幅

など能動的な仕事をする素子の総称。トランジス

タ・電子管（真空管等）など。 

点字ブロック 
（正式名称は視覚障害者誘導用ブ
ロック） 
 
※「点字ブロック」は財団法人安全交通

試験研究センターの登録商標 

歩道や公共建築物、駅のプラットホームなどに敷

設された視覚障がい者誘導用のブロック。介護者

なしで歩く人の安全を図るためのもので、突起が

つけられていて足の裏の触感で位置や方向が分

かるようになっている。 

都市計画提案制度 

市民や団体等が行う自主的な取り組みを都市計

画行政に反映させることを目的とし、市民等が都

市計画に積極的に参加し、都市計画の変更等の提

案を行政に対して申し出ることができる制度 

都市再生機構 

大都市等における市街地の整備改善や賃貸住宅

の供給支援、UR 賃貸住宅の管理を主な目的とし

た独立行政法人。略称は UR 都市機構もしくは

UR（Urban Renaissance Agency）。 

タ
行 

都市施設 

都市計画法に基づき、都市計画に定められる施

設。円滑な都市活動を確保し良好な都市環境を保

持するために必要な施設。道路、公園、下水道等。
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 用   語 解   説 

土地区画整理事業 

都市計画区域内の土地について、公共施設の整

備・改善、宅地としての利用の増進を図るため、

土地区画整理法に基づいて行われる土地の区

画・形質の変更、公共施設の新設または変更など

に関する事業。 
タ
行 

豊積の里 

旧野洲川河口の肥沃な土壌と豊富な灌漑に恵ま

れ、有数に穀倉地帯として栄えてきた「豊積荘」

の呼称に由来し、主として中主地域に広がる農業

地域の総称。 

西日本国土軸（第一国土軸） 

全国総合開発計画（２１世紀の国土のグランドデ

ザイン）により位置づけられた多軸型国土構造に

おける４つの国土軸の一つであり、従来の太平洋

ベルト地帯とその周辺地域。他に北東国土軸、日

本海国土軸、太平洋新国土軸がある。 

ナ
行 

農業振興地域整備計画 
市町村が、法律に基づき、土地の区分や農業上の

用途区分など農業振興地域について定めるもの。

パブリックコメント 

行政機関が政策の立案等を行おうとする際にそ

の案を公表し、案に対して広く市民等から意見や

情報を提出していただく機会を設け、提出された

意見等を考慮して最終的な意思決定を行うもの。

バリアフリー 

障がいのある方やお年寄りの生活に不便な障壁

（バリア）となるものを除去する考え方。道や床

の段差をなくしたり、階段のかわりにゆるやかな

坂を作ったりするのがその例。 

ＰＦＩ 

Private Finance Initiative の略で、国や自治体

が行ってきた社会資本整備などの公共事業を、民

間の資金やノウハウを活用して行う手法のこと。

ビオトープ 
生物群集が存在できる環境条件を備える地域。生

物群の生息場所。 

ビジョン 将来の構想。展望。 

ヒートアイランド現象 

放出される人工熱や地表がコンクリートで覆わ

れたことなどにより、都市部が周辺域より高い温

度になっている現象。 

福井・滋賀・三重連携軸 

近畿圏基本整備計画が目指す多核格子構造の連

携軸の一つであり、福井から滋賀、三重にかけて、

諸機能の充実とそれぞれの連携の強化により地

域の活性化、中部圏との連携の強化を図る軸。 

ハ
行 

輻輳 
四方から寄り集まること。物事がひとつの場所に

集中すること。 
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 用   語 解   説 

防火地域・準防火地域 

市街地における火災の危険を防ぐため、建築基準

法と連動しつつ建築物の防火上の構造制限が行

われる地域地区の一種。 
ハ
行 

ポケットパーク 
道路整備や交差点の改良によって生まれたスペ

ースにベンチを置くなどして作った小さな公園。

マ
行 
マネージメントシステム 

活動の目的を達成するようにうまく事業運営す

るため、体系的で透明性のある方法によって指揮

及び管理する仕組みのこと。 

ユニバーサルデザイン 

障がいの有無、年齢、性別、人種等にかかわらず、

多様な人々に利用しやすい都市環境や生活環境、

製品をデザインする考え方。 

容積率 建築物の延べ面積の、敷地面積に対する割合。 ヤ
行 

用途地域 

都市計画法により、都市の環境保全や利便の増進

のために、地域における建物の用途に一定の制限

を行う地域。住居・商業・準工業・工業の各地域

に大別される。 

ランドマーク 
その土地の目印や象徴になるような地形・地物、

大規模建造物。 
ラ
行 
緑地協定 

市街地の良好な環境を確保するため、都市緑地法

に基づき、土地所有者等の合意により、住民自身

による自主的な緑地の保全や緑化に関する協定。

ワ
行 
ワークショップ 

参加者が専門家の助言を得ながら問題解決のた

めに行う研究集会。 
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